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【発行日】平成22年7月15日(2010.7.15)

【公開番号】特開2009-23255(P2009-23255A)
【公開日】平成21年2月5日(2009.2.5)
【年通号数】公開・登録公報2009-005
【出願番号】特願2007-189668(P2007-189668)
【国際特許分類】
   Ｂ４４Ｃ   1/17     (2006.01)
【ＦＩ】
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【手続補正書】
【提出日】平成22年5月31日(2010.5.31)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　基体の表面に機能性パターンを含む積層体を転写し、焼成することにより、機能性パタ
ーンの焼成体を形成するために用いる、焼成用転写フィルムにおいて、
　前記焼成用転写フィルムは、剥離フィルムと、前記剥離フィルム上に形成された前記積
層体とを含み、
　前記積層体は、機能性パターンと、前記積層体を前記基体に転写する際に前記基体の表
面に接着される少なくとも１層の接着層とを含み、
　前記機能性パターンは、無機粉体と焼成により除去可能な有機物とを含有し、
　前記接着層は、焼成により除去可能な有機物を含有し、
　前記機能性パターンと前記剥離フィルムとの間に位置する前記接着層に含有される有機
物の熱分解終了温度が、前記機能性パターンに含有される有機物の熱分解終了温度よりも
低いことを特徴とする焼成用転写フィルム。
【請求項２】
　前記接着層に含有される有機物のガラス転移温度または軟化温度のいずれか一方が５０
℃以上、１５０℃以下であることを特徴とする請求項１に記載の焼成用転写フィルム。
【請求項３】
　基体の表面に積層体を転写し焼成する機能性パターン付き基体の形成方法において、
　請求項１または２に記載の焼成用転写フィルムを、前記接着層を介して前記基体の表面
に貼着して、前記焼成用転写フィルムの前記剥離フィルムを剥離することにより、機能性
パターンを含む積層体が転写された基体を形成し、
　該基体を、前記接着層に含有される有機物の熱分解が終了した後に、前記機能性パター
ンに含有される有機物の熱分解が終了する焼成条件で焼成することを特徴とする機能性パ
ターン付き基体の形成方法。
【請求項４】
　基体の表面に積層体を転写し焼成する機能性パターン付き基体の形成方法において、
　請求項１または２に記載の焼成用転写フィルムを、前記接着層に含有される有機物のガ
ラス転移温度または軟化温度以上の温度まで加熱し、
　前記加熱した焼成用転写フィルムを、前記機能性パターンが前記基体に接触するように
前記基体の表面に貼着して、前記焼成用転写フィルムの前記剥離フィルムを剥離すること
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により、機能性パターンを含む積層体が転写された基体を形成し、
　該基体を、前記接着層に含有される有機物の熱分解が終了した後に、前記機能性パター
ンに含有される有機物の熱分解が終了する焼成条件で焼成することを特徴とする機能性パ
ターン付き基体の形成方法。
【請求項５】
　前記焼成用転写フィルムを加熱する温度が、５０℃以上、１５０℃以下であることを特
徴とする請求項４記載の機能性パターン付き基体の形成方法。
【請求項６】
　請求項１または２に記載の焼成用転写フィルムが形成されたことを特徴とするガラス物
品。
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